
 

参考資料 

２．消費者行政主要組織図 

 

連携
消費生活センター

大
　
　
　
　
阪
　
　
　
　
府

意見 連

【消費者行政推進本部会議】
〔本部長：知事〕

（施策の企画・推進）
消費生活苦情審査委員会

（あっせん・調停）

付託 携

各　部　局
（施策の実施）

消費生活センター
（総合調整、相談、啓発、商品ﾃｽﾄ､事業者指導等）

消費者（消費者団体） 事業者（事業者団体）

意見 支援 事業活動の適正化　

国

〔内閣総理大臣〕
〔内閣府特命担当大臣（消費者）〕

消費者庁
（施策の実施、
情報の一元化

等）

消

費

者

基

本

政

策

室

 

(

総

合

調

整

等
）

連携

市
町
村

各　部　局 消費者行政担当課

連携 【消費者保護審議会】
〔知事附属機関〕
（調査・審議）

消

費

者

委

員

会

 

(
調

査

・

審

議
）

国民生活センター
（情報提供、教育研修、
商品ﾃｽﾄ、地方支援等）情報

建議

勧告等調整等
建議

勧告等調整等

 


